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令和5年度市岡協南風支部総会が南風コミセンで開催されました。

令和5年度
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副支 部長溝口 まどか
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難吉秋事

市同協南風支部役員の紹介

(美咲が丘西、行政区長、行政区推進委員、糸島市人権・同和教育推進協議会理事)

(荻浦、校区人権・同和教育指導員)

(南風コミュニティセンター、センター長)

(美咲が丘東、校区人権・同和教育指導員)

(多久、人権擁護委員)

(美咲が丘西、市社会教育委員)

(南風小学校学校長)

(前原中学校学校長)

(前原西中学校学校長)

(南風台8,校区運営委員会会長・行政区長・行政区推進委員

令和5年度 行政区人権・同和教育推進委員の紹介

渋谷 栄一 (荻浦、行政区長・行政区推進委員)

新倉田 昌子 (荻浦、行政区推進委員)

新三苫 隆雄 (多久、行政区長・行政区推進委員)

地町 龍雄 (多久、行政区推進委員)

鶴久 智三 (南風台1 ・ 2、行政区長・行政区推進委員)

新馬場 邦彦 (南風台1 ・2、行政区推進委員)

新大瀬 喜八 (南風台3、行政区長・行政区推進委員)

新瀬戸 孝明 (南風台3、行政区推進委員)

山本 高義 (南風台4、行政区長・行政区推進委員)
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(南風台4、行政区推進委員)

(南風台5、行政区長・行政区推進委員)

(南風台5、行政区推進委員)

(南風台6 ・ 7、行政区長・行政区推進委員)

(南風台6 ・ 7、行政区推進委員)

(南風台6 ・ 7、行政区推進委員)

(南風台8、行政区推進委員)

(美咲が丘東、行政区区長・行政区推進委員)

(美咲が丘西、行政区推進委員)



南風支部今年度の活動
令和5年度の主な取り組み計画 総会資料より

5月13日 市同協南風支部総会 

6月1〇日 行政区人権・同和教育推進委員研修会(市主催) 

7月4日 同和問題啓発強調月間街頭啓発 

7月9日 同和問題啓発強調月間人権講演会 

7月2〇日 人権標語募集開始(夏休み期間中) 

7月22日 同和問題啓発強調月間中央講演会 
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8月26日 糸島市人権・同和教育研究大会 

1〇月15日 フィールドワーク 

11月28日 人権週間・街頭啓発活動 

12月3日 人権映画祭・人権標語表彰式 

12月9日 人権・歴史学習授業研修会 

9月′-3月 行政区人権・同和研修会 
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《同和問題(部落差別)や人権侵害は今も続いている重大な社会問題〉

◇同和問題(部落差別)とは、日本社会の歴史的過程で形づくられた身分差別により、日本国民の一

部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態におかれ、現在でもいろいろな差別を受け

ると言う、我が国固有の重大な人権問題です。

◇国は、この課題の解決に向けて、昭和

44年、同和地区住民に対する不当な差別

と偏見を排除し、社会的、経済的地位の向

上をはばむ諸要因を解消することを目的

に「同和対策事案特別措置法」を制定し

国を挙げてその取り組みが勧められました。

棚番脚よう!.
欝闘露語囲

閲圃圃国
その結果、同和地区の劣悪な環境に対する物的な基盤

整備は着実に成果を上げ、一般地区との格差は大きく改善されました。 i副掴翻繭
◇しかしながら、差別には、結婚差別、就職差別等の心理的差別と実態的差別(劣悪な住環境等)があ

り、これまでの取り組みの中心が、実態的差別を解消するための対策事業を中心に行われてきたため、

心理的差別の解消までにはいたりませんでした。

◇これを受けて、平成12年、 「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が制定され、同和問題の

領域だけにとどまらず、全ての人の基本的人権を尊重していくための人権教育、人権啓発として発展

的に再群集の取り組みが進められています。

◇しかし現在もなお、部落差別が存在するとともに、インターネットの急速な普及等、情報化の進展に

伴って状況に大きな変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する憲法

の理念を踏まえて、平成28年「部落差別解消の推進に関する法律」が制定され、より-層取り組みを

強めて部落差別の解消をはじめ、人権侵害、偏見のない社会の実現を目指すこととしています。

◆糸島市人権・同和教育推進協議会南風支部(略称:市同協南風支部)

◇ 人間尊重のまちづくり
人権問題の理解を深め、人権問題を自らの課題として捉え「人間尊重の
まちづくり」を推進することを目標として活動します。

◇ 差別意識の解消
あらゆる差別の解消をめざし、人権・同和教育の推進や啓発事業を人権の
視点から進めています。


